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今回は「当院の栄養管理手順について」です

当院では原則入院患者全例に対し、CONUT

スコアを用いて栄養スクリーニングを行います。

CONUTスコアは蛋白代謝、免疫能、脂質代謝を
反映した指標で、アルブミン、総リンパ球数、

総コレステロールの値をスコア化し、栄養状態を正
常、軽度栄養不良、中等度栄養不良、高度栄養不良
の4段階で評価します（図1）。

採血が予定されていない等、CONUTスコアが算
出できない場合は、図2に示す栄養スクリーニング

の②～⑤の項目（体重評価、体重減少率、食事摂取
量等）から特別な栄養管理の必要性を判定します。
いずれか一つでも該当する項目があれば「特別な栄
養管理の必要性あり」と判定し、入院後7日以内に
「栄養管理計画書」を作成します。

下記に示す栄養スクリーニング画面には、過去3

～6カ月前の体重を記載する項目があります。入力

すると体重減少率が自動計算されるため、ぜひご活
用ください（図3）。

特別な栄養管理が必要とされる場合とは？

栄養スクリーニング項目の①～④に該当しない
場合でも、創傷治癒遅延、難治性の褥瘡、
がん薬物療法中の有害事象、摂食・嚥下障害等

特別な栄養管理が必要とされる場合は栄養管理計画書
を立て、週に1回を目途に体重計測・栄養状態の
モニタリングを行い、栄養管理計画を見直します。
必要に応じてNST依頼もご検討ください。

栄養スクリーニング
①～⑤に一つでも該当する場合は特別な栄養管理の必要性ありと判定する

① CONUT値がCONUT≧9（重度栄養不良）の場合

①で評価できない患者は②③④⑤のいずれかで判定する
② 体重評価(BMI18.5kg/㎡以下、または成長曲線を大きく下回っている場合など)

③ 過去6カ月以内に5％以上の意図しない体重減少がある場合
④ 食事摂取量の低下が2週間以上続く場合
⑤ ①-④以外に特別な栄養管理が必要と判断される患者

入院診療計画書・栄養管理計画書は患者入院後7日以内に作成すること

東北大学病院 栄養管理手順（東北大学病院栄養管理フロー）
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（図2）当院の栄養管理手順

（図1）CONUTスコア

（図3）栄養スクリーニング画面
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